
権利擁護支援の中のひとつの制度である成年後見制度の利用については、
ご本人の判断する力（事理弁識能力）を見立てることが重要です。

医療・介護をはじめとしたご本人の支援のための地域の連携ネットワーク
の構築と成年後見制度の理解を深めるため、精神科医師と家庭裁判所書記官
にご講演をいただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

令和６年１１月６日（水） 19:30～21:00

ZOOＭにてオンラインで開催会場

共催:船橋市権利擁護サポートセンター
船橋在宅医療ひまわりネットワーク

医療・介護、福祉関係者

日時

内容

①行政説明 【20分】
「権利擁護における船橋市の取り組み、意思決定支援の考え方」

船橋市 権利擁護サポートセンター

②制度説明 【15分】
「成年後見制度の診断書、本人情報シートについて」

千葉家庭裁判所 市川出張所 主任書記官

②基調講演 【50分】
「成年後見制度の利用に関する診察、本人能力の評価について」

小松 尚也 先生

対象

申込方法は裏面へ⇒

医療法人同和会 千葉病院 院長
東葛南部認知症疾患医療センター長

精神保健指定医 精神保健判定医 日本精神神経学会専門医および指導医
日本医師会認定産業医 認知症サポート医

※本研修は成年後見制度に関する連携を実践的に学び、さらに知
識を深めるため、成年後見制度の概要については省略しています。

権利擁護支援(成年後見制度利用促進)
特別研修



令和６年１０月３０日（水）までに

２ 下記の内容を記載しメールにてお申し込み

メール送信先:hokatsu-care@city.funabashi.lg.jp
件名:1１/６開催・研修申込み
本文:①お名前 ②勤務先・所属 ③電話番号

④講師への事前質問（任意） ⑤今後の連絡先のメールアドレス

船橋市権利擁護サポートセンター（船橋市 地域包括ケア推進課）
[TEL] 047-436-2558 [FAX] 047-436-2885
[E-mail] hokatsu-care@city.funabashi.lg.jp

※研修会への参加にあたり、ミーティングＩＤ・パスコード・資料など、研修の参加に必要な連
絡事項について１１月１日（金）頃にメールにてご連絡いたします。

届かない場合は、下記までお問い合わせください。

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

１ 右記の二次元コードの船橋市オンライン申請・届出サービスより
お申込み

以下のいずれかの方法により、お申し込みください。
申込方法

問合せ先

【主な業務】
・権利擁護支援や成年後見制度等の広報、啓発活動
・後見人に対する支援
・地域の支援チームの後方支援
・司法、医療、福祉等の連携体制（地域連携ネットワーク）構築
・その他権利擁護に関する協議会や研修の事務局

権利擁護サポートセンターについて
令和４年４月市役所の地域包括ケア推進課内に権利擁護における中核となる機関
を設置しました。令和５年度より名称を「船橋市権利擁護サポートセンター」と
して活動しております。

千葉家庭裁判所市川出張所
にご協力いただき、後見人
等に選任された方へ案内を
お送りしています。


